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特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう

て
、
支
援
員
が
生
活
状
況
な
ど
を
確
認
し
、

ど
の
よ
う
な
支
援
が
必
要
か
を
一
緒
に
考

え
、
具
体
的
な
支
援
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、

生
活
の
安
定
に
向
け
た
支
援
を
行
い
ま
す
。

住
居
確
保
給
付
金
の
支
給

　
離
職
な
ど
に
よ
り
住
居
を
失
っ
た
、
ま

た
は
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
方
に
対
し
て
一

定
期
間
、
家
賃
相
当
額
を
支
給
し
ま
す
。

※
支
給
に
つ
い
て
は
一
定
要
件
あ
り

就
労
準
備
支
援
事
業

　
た
だ
ち
に
就
労
す
る
こ
と
が
困
難
な
方

に
対
し
て
、
支
援
員
が
健
康
状
態
な
ど
を

確
認
し
、
今
後
の
就
労
に
つ
い
て
相
談
者

と
一
緒
に
考
え
、
就
職
活
動
に
向
け
た
準

備
な
ど
の
支
援
を
し
ま
す
。

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

　
平
成
２９
年
度
の
資
料
貸
出
ラ
ン
キ
ン
グ

を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

１
位
「
火ひ

花ば
な

」

又ま
た

吉よ
し　
直な

お

樹き　
著

２
位
「
九き

ゅ
う

十じ
っ

歳さ
い

。
何な

に

が
め
で
た
い
」

佐さ

藤と
う　
愛あ

い

子こ　
著

３
位
「
コ
ン
ビ
ニ
人に

ん

間げ
ん

」
村む

ら

田た　
沙さ

耶や

香か　
著

　
〃
「
蜜み

つ

蜂ば
ち

と
遠え

ん

雷ら
い

」
恩お

ん

田だ　
陸り

く　
著

５
位
「
ラ
プ
ラ
ス
の
魔ま

女じ
ょ

」
東ひ

が
し

野の　
圭け

い

吾ご　
著

■
児
童
書

１
位
「
か
い
け
つ
ゾ
ロ
リ
」
シ
リ
ー
ズ

原は
ら　
ゆ
た
か　
さ
く
・
え

２
位
「
て
ん
や
わ
ん
や
名め

い

探た
ん

偵て
い

」

杉す
ぎ

山や
ま　
亮あ

き
ら　
作

３
位
「
埼さ

い

玉た
ま

県け
ん

の
ひ
み
つ
」

お
だ
ぎ　
み
を　
漫
画

■
絵
本

１
位
「
こ
ぐ
ま
ち
ゃ
ん
」
シ
リ
ー
ズ

わ
か
や
ま　
け
ん　
え

２
位
「
へ
ん
し
ん
」
シ
リ
ー
ズ

あ
き
や
ま　
た
だ
し　
作
・
絵

３
位
「
１００
万ま

ん

回か
い

生い

き
た
ね
こ
」

佐さ

野の　
洋よ

う

子こ　
作
・
絵

■
６
月
の
上
映
会
の
日

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
３
日
㈰　

午
前
１１
時
～
、

１７
日
㈰　
午
後
２
時
～
▼
一
般
向
け
＝
１０

日
㈰
・
２４
日
㈰　
午
後
２
時
～

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１０
日
㈰
・
２４
日
㈰　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
６
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館　

毎
週
月
曜
日

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
曜
日

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

事例

　相続人の一人と連絡がとれず、遺産分割協議ができません。行方不
明で長期間連絡が取れないようです。どうすればいいでしょうか。
回答

　この場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、当該
管理人と他の相続人とで遺産分割協議を進めることができます。遺産
分割協議については、当コラム広報やしお平成２９年５月号を参照くだ
さい。
　不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理する人のことをいい、
家庭裁判所の監督の下、不在者の財産の管理・保存を行います。多く
の場合、弁護士などの専門職が選任されることになります。
　不在者財産管理人が選任されるためには、そもそも、問題となって
いる方が「不在者」といえる必要があります。「不在者」とは、「従来
の住所、または居所（一時的に居住する場所）を去って、容易に帰っ
て来る見込みのない者」のことをいいます。例えば、数日間海外旅行
に行っている方は、帰って来る見込みがありますので、「不在者」に
は当たりません。この点、事例のように、「行方不明で長期間連絡の
取れない」方は、「不在者」に当たると判断されるでしょう。
　次に、当該管理人の選任を希望する方（申立人）が「利害関係人」
でなければなりません。誰でも家庭裁判所に申立てることができるわ
けではありませんので注意が必要です。事例の場合、質問者は不在者
とともに共同相続人になっていますので、「利害関係人」に当たるこ
とになります。
　また、どこの家庭裁判所に申立てることができるかも重要です。法
律上は、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所と
なります。ですので、例えば、事例の場合、質問者の住所が埼玉県で、
不在者の最後（従来）の住所（地）が福岡県であれば、福岡家庭裁判
所に申立てしなければならないのです（さいたま家庭裁判所ではあり
ません）。
　「不在者」が問題となるケースでお困りの場合、一度弁護士などの
専門家にご相談することをお勧めします。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　黒澤（弁護士）

　
近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。越

谷
市

市
制
６０
周
年
記
念　
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
防
災

フ
ェ
ス
２
０
１
８

腹
５
月
２６
日
㈯
・
２７
日
㈰　
午
前
１０
時
～

午
後
４
時

複
イ
オ
ン
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

Ｑ
駐
車
場
と
そ
の
周
辺

淵
越
谷
市
消
防
本
部
に
よ
る
救
助
実
演
や

防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
登
場
、
防
衛
省
自

衛
隊
に
よ
る
特
殊
救
助
車
両
の
試
乗
体
験
、

日
本
赤
十
字
に
よ
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
体
験
な
ど

沸
無
料

物
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
防
災
フ
ェ
ス
２
０
１
８

実
行
委
員
会
☎
０７０
・
５
０
２
１
・
５
３
７

１

草
加
市

端
午
の
節
句
展

腹
５
月
１３
日
㈰
ま
で　
午
前
９
時
～
午
後

４
時
３０
分

複
歴
史
民
俗
資
料
館

淵
収
蔵
品
の
五
月
人
形
や
、
市
民
が
制
作

し
た
吊
る
し
飾
り
な
ど
を
展
示

物
歴
史
民
俗
資
料
館
☎
９２２
・
０
４
０
２

松
伏
町

ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
春
の
花
ま
つ
り

腹
５
月
１２
日
㈯　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

※
雨
天
の
場
合
は
、
５
月
１３
日
㈰
に
順
延

複
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園

淵
ポ
ピ
ー
と
ム
ギ
ナ
デ
シ
コ
の
観
賞
、
各

団
体
に
よ
る
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
模
擬
店

な
ど

物
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー

☎
９９１
・
１
２
１
１三

郷
市

三
郷
市
さ
つ
き
展

腹
５
月
２６
日
㈯　
午
後
１
時
～
５
時
、
２７

日
㈰　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

複
瑞
沼
市
民
セ
ン
タ
ー
体
育
館

淵
市
の
花
「
さ
つ
き
」
の
展
示
・
即
売
会

沸
無
料

物
農
業
振
興
課
☎
９３０
・
７
７
２
２

吉
川
市

環
境
展
２
０
１
８

腹
６
月
８
日
㈮
～
１０
日
㈰　
午
前
９
時
～

午
後
４
時

複
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す

淵
環
境
に
つ
い
て
の
啓
発
展
示
や
講
座
な

ど沸
無
料

物
環
境
課
☎
９８２
・
９
６
９
８

人間ドックなどを受けた方は
健診結果の提供にご協力ください！

物国保年金課☎焚８２５

　
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
に
よ
り
働
け
な
く
な

っ
た
り
、
世
帯
の
主
な
働
き
手
が
死
亡
し

た
り
し
て
生
活
に
困
っ
た
ら
、
一
人
で
抱

え
込
ま
ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度

　
市
で
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援

窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、

生
活
保
護
に
至
る
前
の
段
階
で
、
現
に
生

活
に
困
っ
て
い
る
方
に
対
し
、
相
談
支
援

な
ど
を
行
い
自
立
の
促
進
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

支
援
内
容

自
立
相
談
支
援
事
業

　
現
に
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
方
に
対
し

家
計
相
談
支
援
事
業

　
収
入
と
支
出
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
な
い

な
ど
家
計
に
問
題
を
抱
え
る
方
に
対
し
て
、

家
計
の
問
題
を
「
見
え
る
化
」
し
、
家
計

管
理
の
意
欲
を
引
き
出
し
、
自
ら
家
計
管

理
が
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。

②
生
活
保
護
制
度

　
自
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
困
難
に
な

っ
た
方
に
対
し
て
、
最
低
限
度
の
生
活
を

保
障
し
、
一
日
も
早
く
自
立
で
き
る
よ
う

支
援
す
る
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
は
、
生

活
保
護
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
生
活
保

護
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う

な
扶
助
が
ど
の
程
度
受
け
ら
れ
る
か
に
つ

い
て
は
、
個
々
の
世
帯
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
具
体
的
な
個
々
の
状

況
確
認
が
必
要
な
た
め
、
社
会
福
祉
課
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

物
①
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
専
用
☎

９４９
・
６
３
１
７
②
生
活
保
護
に
つ
い
て
の

相
談　
社
会
福
祉
課
☎
焚
２
４
５

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

生
活
に
困
っ
た
ら
、

一
人
で
抱
え
込
ま
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い

不在者とその管理人

　４０歳以上の八潮市国民健康保険の加入者で、人間ドックや会社などの
健診を受けている場合は、ぜひ受診結果をご提供ください。
　特定健診の受診券に同封した封筒で送付できます。
　受診結果を提供していただくことで、次のようなメリットがあります。

①�健診結果が一定の要件に該当する方は、無料で市の特定保健指導
が利用できます。
②�人間ドックの検査項目のうち、市の「健康診査補助金」の交付対象
となるものがある場合、この補助金が受けられる場合があります。

特定健診は、４月１日から１１月３０日まで
実施していますので、ぜひ受診してください。
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